
 

由良川漁業協同組合 遊漁規則の変更の内容 

 

１ 変更の概要 

・網漁具、網漁法の禁止区域の追加 

・その他、軽微な修正 

 

２ 新旧対照表 

旧（現行） 新（変更後） 

第１条～第３条 略 

 

（漁具、漁法の制限及び禁止区域） 

第４条 前条の規定による期間内であっても、次

の表のア欄に掲げる区域内においては、イ 

欄に掲げる漁具、漁法によってウ欄の期間中は、

遊漁をしてはならない。 

ア区域 イ漁具・漁法 ウ期間 

全区域 

網漁具、網漁法ただし、

網目 9cm以上の網（増水

時のみ）たも網、さで網。

音無瀬橋から下流のな

ぜ網、溝受網を除く。 

 

あ ゆ 解

禁 日 時

から 

7 月 1 日

午前6時

まで 

略 

綾部市関

西電力株

式会社由

良川発電

所水取入

口堰堤か

ら 下 流

230mまで 

全漁具、全漁法 1 月 1 日

から 

12 月 31

日まで 

略 

第１条～第３条 略 

 

（漁具、漁法の制限及び禁止区域） 

第４条 前条の規定による期間内であっても、次

の表のア欄に掲げる区域内においては、イ 

欄に掲げる漁具、漁法によってウ欄の期間中は、

遊漁をしてはならない。 

ア区域 イ漁具・漁法 ウ期間 

全区域 

網漁具、網漁法ただ

し、網目 9cm以上の網

（増水時のみ）、たも

網、さで網を除く。音

無瀬橋から下流のなぜ

網、溝受網を除く。 

あ ゆ 解

禁 日 時

から 

7月 1日

午前 6

時まで 

略 

由良川ダ

ムから下

流 230m ま

で 

 

 

 

 

全漁具、全漁法 1 月 1日

から 

12 月 31

日まで 

略 



 

（追加） 網漁具、網漁法 網 解 禁

日 時 か

ら 

8 月 1 日

午前6時

まで 

略 

 

第５条～第６条 略 

 

（遊漁承認証等に関する事項） 

第７条 組合は第 2 条第 3 項の承認をしたとき

は、別記様式 1の遊漁承認証（以下「遊漁承認証」

という。）を交付するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～５ 略 

 

第８条 略 

 

（漁場監視員） 

第９条 漁場監視員は、この規則の履行に関して

必要な指示を行うことができる。 

２ 漁場監視員は別記様式 2の漁場監視員証を携

帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕

章又は標章を着けるものとする。 

 

 

 

 

 

福知山市

法川合流

点から下

流新音無

瀬橋まで 

網漁具、網漁法 網 解 禁

日 時 か

ら 

8 月 1日

午前6時

まで 

略 

 

第５条～第６条 略 

 

（遊漁承認証等に関する事項） 

第７条 組合は第 2 条第 3 項の承認をしたとき

は、次に掲げる事項を記載した遊漁承認証を交付

するものとする。 

（１）承認を受けた者の氏名、住所 

（２）承認期間 

（３）魚種 

（４）漁具・漁法 

（５）遊漁区域 

（６）遊漁料の額 

（７）注意事項 

（８）発行者名 

 

２～５ 略 

 

第８条 略 

 

（漁場監視員） 

第９条 漁場監視員は、この規則の履行に関して

必要な指示を行うことができる。 

２ 漁場監視員は次に掲げる事項を記載した漁

場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であるこ

とを表示する腕章又は標章を着けるものとする。 

（１）氏名 

（２）有効期間 

（３）注意事項 

（４）発行者名 

 



 

第 10条～第 12条 略 

 

（附則） 

この規則は、令和６年１月１日からこれを施行す

る。 

第 10条～第 12条 略 

 

（附則） 

この規則は、令和７年３月 27 日からこれを施行

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


